
（平成２３年９月７日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 8 件

国民年金関係 2 件

厚生年金関係 6 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 43 件

国民年金関係 17 件

厚生年金関係 26 件

年金記録確認兵庫地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



 
 

兵庫国民年金 事案 2659 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 54 年 10月から 56年３月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正

することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号  ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 34年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 54年７月から 56年３月まで 

    申立期間当時、私はＡ業見習生だったので、母親は、私の国民年金の加入

手続を行っていなかったが、Ｂ町役場に勤めている隣人から、「大学生では

ないので、国民年金保険料を掛けないといけない。」と教えられたため、同

町役場で加入手続を行い、その際、未納となっていた保険料について、相談

の上、３回に分割して納付してくれた。30 年も前のことなので、母親は具

体的なことを覚えていないが、確かに未納分の保険料を納付してくれたはず

なので、よく調べて記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間のうち、昭和 54年 10月から 56年３月までについて、国民年金保

険料納付の前提となる申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 56年 12月に払

い出されていることが国民年金手帳記号番号払出簿で確認できることから、こ

の頃に申立人の加入手続が行われたものと推認され、当該期間の保険料を過年

度納付することが可能であった。 

   また、申立人は、申立期間後の国民年金保険料を全て納付済みである上、申

立人の国民年金の加入手続及び保険料納付を行っていたとする申立人の母親

は、昭和 39年 11月に国民年金に任意加入して以降、国民年金被保険者期間に

ついて 60 歳到達時まで保険料の未納は無く、申立人の母親の納付意識の高さ

がうかがえる。 

   さらに、申立期間当時、申立人と同じ住所であったその兄は、当時の国民年

金被保険者台帳である特殊台帳において、国民年金加入手続後に国民年金保険

料を複数回にわたって過年度納付していることが確認でき、これについて申立



 
 

人の兄は、「当時の国民年金の加入手続及び保険料納付は全て実家に任せてい

た。」と供述していることから、申立人の母親の納付意識の高さを踏まえれば、

申立人についても、納付が可能であった昭和 54年 10月から 56 年３月までの

保険料を過年度納付したものとみても不自然ではない。 

   一方、申立期間のうち、昭和 54 年７月から同年９月までについて、申立人

の国民年金加入手続が行われた上記の時点（56年 12月頃）では、既に時効に

より国民年金保険料を納付できない期間である。 

   また、申立人の氏名について複数の読み名で検索を行うも、上記とは別の国

民年金手帳記号番号は見当たらない上、申立人の母親及び申立人が申立期間の

うち、昭和 54 年７月から同年９月までの国民年金保険料を納付したことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに当該期間の保険料を納付

していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和 54年 10月から 56 年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認め

られる。 



 
 

兵庫国民年金 事案 2660 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 63年 11月及び同年 12 月の国民年金保険料については、納付

していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 43年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 63年 11月及び同年 12月 

    私が 20 歳の時に父親が亡くなり、国民年金の加入手続を忘れていたが、

その後Ａ市Ｂ役所で国民年金の加入手続を行った。その際、窓口の担当者か

ら、２年間の国民年金保険料を遡って納付できるとの助言を受けたので、母

親に相談したところ全額の保険料 20 万円を出してくれた。後日、数枚の納

付書で保険料を納付したことを記憶している。詳しく調査して記録を訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は２か月と短期間である上、申立人は、申立期間後の国民年金保険

料を全て納付しており、納付意識の高さがうかがえる。 

   また、国民年金保険料納付の前提となる申立人の国民年金手帳記号番号は、

平成２年 10 月に払い出されていることが国民年金手帳記号番号払出簿で確認

できることから、申立人は、この頃に加入手続を行ったものと推認され、この

時点では、申立期間の保険料を過年度納付することが可能である。 

   さらに、申立人は、役所で受け取った数枚の納付書により２年間（24か月）

の国民年金保険料として約 20 万円を納付したとしており、申立人の母親から

も同様の証言がある上、申立期間及び保険料納付済期間である昭和 63 年 11

月から平成２年 10 月まで（24 か月）の保険料額は 19 万 3,300 円であること

から、申立内容と符合し、申立人の納付意識の高さを踏まえれば、申立期間の

保険料を納付したものとみても不自然ではない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間について国

民年金保険料を納付していたものと認められる。 
 



 

兵庫厚生年金 事案 4107 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額については、当該期間のうち、昭和

57年８月及び同年９月は 28万円、62年 10月から 63年 12月までの期間及び

平成元年２月から同年11月までの期間は30万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正

前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行し

たか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年３月１日から平成３年 11月６日まで 

    Ａ社で勤務していた申立期間の標準報酬月額が実際に支給されていた給

与額と比べ低くなっているので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚

生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例

法」という。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録

の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められ

る保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲

内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定する

こととなる。 

したがって、申立期間のうち、昭和 57 年８月、同年９月、62 年 10 月か

ら 63 年 12 月までの期間及び平成元年２月から同年 11 月までの期間につい

ては、申立人が所持する給与明細書により確認できる厚生年金保険料控除額

又は報酬月額から、昭和 57年８月及び同年９月を 28万円、62年 10月から

63年 12月までの期間及び平成元年２月から同年 11月までの期間を 30万円

とすることが妥当である。 

なお、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主は既に死亡しており、このほかに確認できる関連



 

資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得

ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が、給与明細書で確認できる報酬月額又は保険料控除額に見合う報酬月

額の届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか否かについては、これ

を確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは認められな

い。 

２ 一方、申立期間のうち、昭和 57年７月、同年 10月から 60年８月までの

期間、同年 10月から 62年４月までの期間、同年６月から同年９月までの期

間、平成元年１月及び２年１月から同年 12 月までの期間については、給与

明細書において確認できる厚生年金保険料控除額又は報酬月額に見合う標

準報酬月額のいずれか低い方の額が、オンライン記録の標準報酬月額と同額

かこれを下回る額であることが確認できることから、当該期間は特例法によ

る保険給付の対象に当たらないため、あっせんは行わない。 

３ また、申立期間のうち、昭和 45 年３月から 57 年６月までの期間、60 年

９月、62 年５月、平成元年 12 月及び３年１月から同年 10 月までの期間に

係る標準報酬月額については、給与明細書が確認できない上、事業主は既に

死亡していることから、当該期間における申立人の報酬月額及び厚生年金保

険料控除額について確認することができない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が厚生年金保険被保険者として、当該期間について、その主

張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたものと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 4108 

 

第１ 委員会の結論 

申立期間②について、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における厚生年金保険

被保険者の資格喪失日は昭和 29年 11月１日と認められることから、申立人の

同社における資格喪失日に係る記録を同日に訂正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、１万 8,000円とすることが妥当

である。 

申立期間③について、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認められることから、申立人のＢ社における資

格喪失日に係る記録を昭和 33 年９月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額

を１万 8,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正８年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 21年 11月 10日から 23年２月１日まで 

  ② 昭和 29年 10月 21日から同年 11月１日まで 

  ③ 昭和 33年８月５日から同年９月１日まで 

私は、昭和 20 年 11 月 20 日にＢ社に入社し、52 年３月 31 日に退職する

までの間、継続して勤務していたが、申立期間の厚生年金保険被保険者記録

が欠落していることに納得できない。 

（注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求めて

行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  申立期間②について、Ｂ社から提出のあった申立人に係る個人台帳Ⅰ、申立

人に係る雇用保険の被保険者記録、元同僚の供述及び同社の回答から判断する

と、申立人は同社に継続して勤務し（Ａ社からＢ社Ｃ支店に異動）、申立期間

に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認めら

れる。 

 



 

また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿は数回書換えが行われ

ているところ、同名簿により、申立人の被保険者資格の喪失日を見ると、書換

え前の名簿は空欄であるにもかかわらず、書換え後の名簿では昭和 29 年 10

月１日、申立人に係る厚生年金保険被保険者臺帳（旧台帳）では同年同月 21

日、オンライン記録では同年同月 21 日となっていることが確認でき、それぞ

れ資格喪失日が異なっている上、申立人のほか同名簿において、同年同月１日

以降に被保険者資格を喪失した被保険者 13 人について見ると、そのうち 12

人については、資格喪失年月日は同年同月となっているものの、日にちの記載

が無く、残りの一人は、書換え前の名簿の資格喪失日は同年同月 29 日と記載

されているにもかかわらず、書換え後の名簿では 31 年５月１日となっている

など、社会保険事務所（当時）の不適切な記録管理がうかがえる。 

一方、申立人の異動先であるＢ社Ｃ支店の厚生年金保険被保険者臺帳及び同

社同支店に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿を見ると、申立人は同社同

支店において、昭和 29年 11月１日に被保険者資格を取得していることが確認

できる。 

これらを総合的に判断すると、Ａ社に係る申立人の厚生年金保険被保険者資

格の喪失日を昭和 29年 11月１日に訂正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社に係る資格喪失時

における社会保険事務所の記録から、１万 8,000円とすることが妥当である。 

申立期間③について、Ｂ社から提出のあった申立人に係る個人台帳Ⅰ、申立

人に係る雇用保険の被保険者記録、元同僚の供述及び同社の回答から判断する

と、申立人は同社に継続して勤務し（昭和 33 年９月１日に同社から同社Ｄ支

店に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められる。 

また、標準報酬月額については、申立人のＢ社に係る資格喪失時における社

会保険事務所の記録から、１万 8,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履

行については、事業主は不明であるとしており、このほかに確認できる関連資

料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に行っ

たか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、

行ったとは認められない。 

申立期間①について、Ｂ社から提出のあった申立人に係る個人台帳Ⅰ、同社

からの回答及び元同僚の供述から、申立人は、同社又はＡ社のいずれか特定で

きないものの、申立期間において継続して勤務していたことが推認できる。 

しかしながら、Ｂ社によると、「申立人に係る厚生年金保険の被保険者資格

の取得及び喪失に関する届出については、資料の保存期限が過ぎており現存し



 

ていない上、申立てどおりの届出を行ったかどうか、申立期間の保険料につい

て納付したかどうかは不明である。」と回答しており、申立人の申立期間に係

る保険料控除等について確認することができない。 

また、申立期間当時、Ｂ社からＡ社に転籍していたことが確認できる元同僚

は、「私は、事務所は同じ場所であったし、仕事も同じであったので転籍して

いるという認識はなかった。」と回答しているものの、当該元同僚は、Ｂ社に

係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿を見ると、同社で昭和 21 年８月 12

日に被保険者資格を喪失し、Ａ社に係る被保険者名簿を見ると、同社で 23 年

２月１日に資格を取得していることが確認できる。 

さらに、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所になったのは、昭和 23 年２月１

日であることから、申立期間は、同社が適用事業所となる前の期間である上、

21年 10月にＡ社に入社し、申立人を知っていると供述している元同僚は、「私

が入社した後、23 年１月までの被保険者記録が欠落している。」と回答して

おり、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、当該元同僚の

21 年 10 月から 23 年２月１日までの期間における被保険者記録は確認できな

い。 

加えて、Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿を見ると、昭和 21

年４月の定時決定、22 年６月の厚生年金保険法の改正により、それぞれ標準

報酬月額の改定が行われているが、申立人については、21 年４月の定時決定

の記録は確認できるものの、22年６月の同法改正時の記録は確認できない。 

このほか、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを示す関係資料は無く、ほかに申立人が申立期間に係る厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことをうかがわせる周

辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



 

兵庫厚生年金 事案 4109  

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、平成４年３月 31 日から同年４月１日までの期

間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

ることから、申立人のＡ事業所における資格喪失日に係る記録を同年４月１日

に訂正し、当該期間の標準報酬月額を 41万円とすることが必要である。 

なお、事業主は申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 35年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 63年４月１日から同年６月１日まで 

             ② 平成４年３月 31日から同年４月１日まで 

    申立期間①については、昭和 63 年所得税確定申告書作成時のメモによる

と、Ｂ事業所で同年４月分及び５月分の社会保険料を支払ったことになって

いる。また、申立期間②については、Ａ事業所の平成４年４月分の給料支払

明細書によると、厚生年金保険料が控除されている。厚生年金保険の記録を

訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間②について、申立人が保管するＡ事業所に係る給料支払明細書及

び預金通帳の記載内容により、申立人は、申立期間②について、Ａ事業所に

継続して勤務し、申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことが認められる。 

  また、申立期間②の標準報酬月額については、申立人が保管する給料支払

明細書において確認できる保険料控除額から、41 万円とすることが妥当で

ある。 

  なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業所が保管する申立期間②に係る申立人の健康保険厚生年金保険被保険者

資格喪失確認通知書における資格喪失日が平成４年３月 31 日となっている

ことから、事業主が同日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務



 

所（当時）は、申立人に係る同年３月の保険料について納入の告知を行って

おらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付される

べき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、

申立期間②に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

２ 申立期間①について、申立人は、「昭和 63 年所得税確定申告書作成時の

メモによると、Ｂ事業所の収入額及び所得税額と共に社会保険料額として

46,272 円と記載されている。当該金額には、同年４月分及び同年５月分の

厚生年金保険料額が含まれている。」と主張している。 

  しかしながら、Ｂ事業所は、「当時の資料が保管されていないため、申立

人の申立期間の勤務実態及び保険料控除等は不明である。」と回答しており、

申立期間①における申立人の勤務実態及び厚生年金保険の加入状況等につ

いて確認できない。 

  また、申立人がＢ事業所における元同僚のＣ職として名前を挙げた二人に

ついては、同事業所における厚生年金保険被保険者記録が確認できないとこ

ろ、当該二人はいずれも、「同事業所に勤務していたことがある。」として

いるものの、「申立人を覚えていない。」、「私は土曜日に勤務するパート

のＣ職だったので、他のＣ職のことは分からない。」とそれぞれ供述してい

る上、申立期間①当時に同事業所に係る厚生年金保険被保険者記録が確認で

き、連絡先が判明した 14人に照会し、10人から回答が得られたところ、二

人が申立人のことを記憶しているものの、いずれも「申立人の勤務期間を覚

えていない。」と供述していることから、申立人の申立期間①における勤務

実態に関する証言が得られない。 

  さらに、申立人が保管するＢ事業所からの振込み通知は、昭和 63 年６月

分及び同年８月から同年 12 月までの分であり、申立期間①に係る振込み通

知は確認できない。 

  加えて、オンライン記録によると、Ｂ事業所に係る健康保険の整理番号に

欠番は無い。 

  このほか、申立人が申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たら

ない。 

  これらの事実及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたものと認めることはできな

い。 

 



 

兵庫厚生年金 事案 4110 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、平成 11年８月１日から同年 10月１日までの期

間、12年８月１日から同年 10月１日までの期間及び 15年４月１日から 17年

９月１日までの期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、申立

人の当該期間に係る標準報酬月額の記録については、平成 11 年８月及び同年

９月は 24万円、12年８月及び同年９月は 26万円、15年４月から 17年８月ま

では 30万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、当該期間に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付す

る義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 58年 10月５日から平成 20年４月１日まで 

    私の厚生年金保険の標準報酬月額の記録を見たところ、申立期間における

標準報酬月額が異なっているので、記録の訂正をしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚生年金保険の

保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」という。）

に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し記録の訂正及び保険給付が行われる

のは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額

のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬

月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の標準報酬月額の記録については、申立人から提出され

た家計簿の写しにおいて確認できる報酬月額又は社会保険料控除額並びに申

立人の同僚が提出した給料明細書において確認できる報酬月額又は社会保険

料控除額から、申立期間のうち、平成 11 年８月及び同年９月は 24 万円、12

年８月及び同年９月は 26万円、15年４月から 17年８月までは 30万円に訂正



 

することが妥当である。 

なお、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料の事業主による納付義務の履

行については、Ａ厚生年金基金から提出された申立人に係る加入員台帳に記載

されている標準報酬月額は、全ての期間においてオンライン記録と一致してい

ることが確認できるところ、事業主は、「厚生年金基金に提出する書類と、社

会保険事務所（当時）に提出する書類は複写式になっていたので、記載内容は

必ず一致していた。」と回答している上、事業主は、国の記録は届出どおりで

あり、申立てどおりの保険料を納付していないことを認めていることから、事

業主は、オンライン記録及び同基金の加入員台帳における標準報酬月額に見合

う報酬月額を届け、その結果、社会保険事務所は、家計簿により確認できる保

険料控除額に見合う標準報酬月額に基づく保険料について納入の告知を行っ

ておらず、事業主は、当該保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

一方、申立期間のうち、昭和 59年 12月から平成 11年７月までの期間、同

年 10 月から 12 年７月までの期間、同年 10 月から 15 年３月までの期間及び

17年９月から 20年３月までの期間の標準報酬月額については、申立人から提

出された家計簿の写しにより確認できる給与支給額に見合う標準報酬月額は、

オンライン記録の標準報酬月額を上回っていることが確認できるものの、当該

家計簿の写しから確認できる社会保険料控除額に見合う標準報酬月額は、オン

ライン記録の標準報酬月額と一致又は下回っていることが確認できることか

ら、特例法による保険給付の対象に当たらないため、あっせんは行わない。 

また、申立期間のうち、昭和 58年 10月から 59年 11月までの期間の標準報

酬月額については、申立人から提出された 58年及び 59年に係る給与所得の源

泉徴収票に記載されている社会保険料等の金額が、オンライン記録の標準報酬

月額を基に計算した社会保険料とおおむね一致又はこれを下回っている上、申

立人も当該期間に係る家計簿や給料明細書等の関連資料を保管しておらず、当

該期間の保険料控除額を確認することができない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

期間のうち、昭和 58 年 10 月から平成 11 年７月までの期間、同年 10 月から

12年７月までの期間、同年 10月から 15年３月までの期間及び 17年９月から

20 年３月までの期間の標準報酬月額については、申立人が主張する標準報酬

月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを

認めることはできない。 

 



                      
 

  

兵庫厚生年金 事案 4111 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資

格喪失日に係る記録を昭和 34 年９月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額

を 33年８月及び同年９月は１万 2,000円、同年 10月から 34年８月までは１

万 4,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 33年８月１日から 34年９月１日まで 

私の夫がＡ社Ｃ支店に勤務していた期間のうち、昭和 33 年８月１日から

34 年９月１日までの期間の厚生年金保険被保険者記録が無いことに納得で

きない。 

（注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求めて

行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 Ｂ社から提出のあった申立人に係る在籍証明書、雇用保険の被保険者記録及

び元同僚の供述から判断すると、申立人は、Ａ社に継続して勤務し（同社本社

から同社Ｃ支店に異動）、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められる。 

なお、異動日については、申立人の妻の供述から、昭和 34 年９月１日とす

ることが妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、Ａ社に係る健康保険厚生年金保

険被保険者名簿における申立期間前後の申立人に係る記録及び元同僚に係る

同被保険者名簿の記録から、昭和 33 年８月及び同年９月は１万 2,000 円、同

年 10月から 34年８月までの期間は１万 4,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について



                      
 

  

は、事業主は、申立てどおりの届出は行っておらず、保険料も納付していない

と認めていることから、事業主が昭和 33年８月１日を資格喪失日として届け、

その結果、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る同年８月から 34 年８月

までの期間の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納

入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は

保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 



                      
 

  

兵庫厚生年金 事案 4112 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における標準報酬月額の記録は、事後訂正の結果 41 万円

とされているところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当する

ことから、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は訂正前の 24 万円とされ

ているが、申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められるこ

とから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準報酬月額に係る記録を平

成 18年４月及び同年５月は 41万円、同年６月は 53万円、同年７月は 47万円、

同年８月は 50万円、同年９月は 53万円、同年 10月は 47万円、同年 11月は

50万円、同年 12月は 47万円、19年１月から同年６月までは 41万円とするこ

とが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂

正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行

していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 48年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 18年４月１日から 19年７月１日まで 

申立期間における標準報酬月額の記録と、給与明細書の厚生年金保険料控

除額に相違がある。記録の訂正を願いたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によれば、申立人の申立期間における標準報酬月額は、当初

24 万円と記録されたが、当該期間に係る保険料の徴収権が時効により消滅し

た後の平成 21年９月に 24万円から 41万円に訂正されたところ、厚生年金保

険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は、

当該訂正後の標準報酬月額（41 万円）ではなく、当初記録されていた標準報

酬月額（24万円）となっている。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基

づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が

行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の

報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの

標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 



                      
 

  

したがって、申立人が所持する給与明細書から、申立期間について、平成

18 年４月及び同年５月は 41 万円、同年６月は 53 万円、同年７月は 47 万円、

同年８月は 50万円、同年９月は 53万円、同年 10月は 47万円、同年 11月は

50万円、同年 12月は 47万円、19年１月から同年６月までは 41万円に基づく

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、当該

保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が事務手続を誤った

として訂正の届出を行っていることから、履行していないと認められる。 

 
 



 

兵庫国民年金 事案 2661 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 53年１月から 55年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 53年１月から 55年３月まで 

    私は、大学を卒業した昭和 55 年４月頃、Ａ市役所Ｂ支所で国民年金の加

入手続を行った。その際、窓口職員から、「国民年金は、20 歳から掛けて

もらわないといけない。」と聞かされたので、少し後から、国民年金保険料

を 20 歳まで遡って数回に分けて金融機関で納付した記憶がある。申立期間

の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 55年４月頃に国民年金の加入手続を行い、20歳に到達した

時点まで遡って、申立期間の国民年金保険料を数回に分けて納付したと主張し

ている。 

   しかしながら、国民年金保険料納付の前提となる申立人の国民年金手帳記号

番号は、昭和 56 年５月に払い出されていることが国民年金手帳記号番号払出

簿で確認できることから、申立人は、この頃に加入手続を行ったものと推認さ

れ、この時点では、申立期間の一部は既に時効により保険料を納付できない期

間である上、申立人に係る当時の国民年金被保険者台帳である特殊台帳には、

申立期間に係る過年度納付記録は見当たらず、Ａ市の国民年金過年度収滞納一

覧表においても、申立期間の納付記録は確認できない。 

   なお、申立人は、上記の特殊台帳によると、昭和 55 年４月から同年９月ま

での国民年金保険料を 56 年 10 月に過年度納付し、55 年 10 月から 56 年３月

までの保険料を同年 12月に過年度納付していることが確認できる。 

   また、申立人の氏名について複数の漢字表記による検索を行うも、上記とは

別の国民年金手帳記号番号は見当たらない上、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに



 

申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらな

い。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。



 

兵庫国民年金 事案 2662 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成 11年３月及び 14年 12月から 15年７月までの期間の国民年金

保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 51年生 

    住 所 ：  

     

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 11年３月 

             ② 平成 14年 12月から 15年７月まで 

    私は、平成 11年３月に会社を退職し、同年 11月に再就職後、申立期間①

を含む同年３月から同年 10 月までの国民年金保険料について、送られてき

た納付書によりＡ市役所の窓口で納付した。また、厚生年金保険被保険者期

間の間の申立期間②に係る保険料については未納としていたが、18 年頃、

子供が生まれることが分かり、未納であることで出産一時金を受給すること

ができなくなってはいけないと思い、役所で相談し、金融機関で分割により

納付した。しかし、年金記録を確認すると、申立期間が未納とされており納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間①について、平成 11年 12月頃、申立期間①を含む同年

３月から同年 10 月までの国民年金保険料をＡ市役所の窓口で一括して納付し、

申立期間②については、18 年頃、申立人又はその妻が数回に分けて保険料を

納付したと主張している。 

   しかしながら、申立期間①について、申立人は、申立期間直後の平成 11 年

４月から同年 10月までの国民年金保険料を同年 12月 16日に一括して納付し

ていることがオンライン記録により確認できるものの、当該日において、申立

期間は過年度保険料となるところ、Ａ市によると、同市の窓口では国庫金とな

る過年度保険料は収納できなかったとしている。 

   また、申立期間②について、オンライン記録において、申立期間の国民年金

保険料が納付された記録は見当たらない上、申立人が申立期間の保険料を納付

したとする平成 18 年時点では、申立期間は既に時効により保険料を納付でき



 

ない期間である。 

   さらに、申立人が申立期間①及び②の国民年金保険料を納付したことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間①及び②の保険料

を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。  

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

兵庫国民年金 事案 2663 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成 14 年７月及び同年８月の国民年金保険料については、納付し

ていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 55年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 14年７月及び同年８月 

    私は、平成 14 年７月又は同年８月頃、申立期間の国民年金保険料を 12

年７月及び同年８月の学生納付特例期間の追納保険料と一緒にコンビニで

納付したと思うが、事務処理ミスがあったと考えられるので調べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、平成 14 年７月又は同年８月頃、申立期間の国民年金保険料を、

12 年７月及び同年８月の学生納付特例期間の追納保険料と一緒に納付したと

主張している。 

   しかしながら、オンライン記録によると、申立人は、申立期間前後の国民年

金保険料を現年度納付していること、及び申立人が申立期間の国民年金保険料

と一緒に納付したとする平成12年７月及び同年８月の追納保険料は14年８月

７日に納付していることは確認できるものの、申立期間の保険料を現年度納付

した記録は見当たらない。 

   また、申立人は、平成 12年４月から 14年３月までの学生納付特例期間につ

いて、14年５月 10日付けで追納申出を行ったことがオンライン記録により確

認できることから、当該期間の追納に係る納付書を所持していたものと推認で

きるところ、12 年４月から同年６月までの追納保険料を納付せず、同年７月

及び同年８月を追納したことについて、申立人から具体的な供述は無い。 

   さらに、申立期間当時の収納事務は電算処理により取り扱われており、国民

年金保険料の納付書は機械印字され、ＯＣＲ(光学式文字読取機)により記録入

力されることから、これらの納付記録が欠落することは考え難い。 

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたこ



 

とをうかがわせる事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

兵庫国民年金 事案 2664 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成４年７月から５年３月までの国民年金保険料については、納付

していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 47年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年７月から５年３月まで 

    私は、20 歳の誕生日が過ぎるとすぐに納付書が届いたが、当時は学生で

あり、国民年金保険料は納付せずにいた。再度、督促状が届いたため、平成

５年４月頃、母がＡ町役場（現在は、Ｂ市役所）で申立期間の国民年金保険

料をまとめて納付したのに、未納とされているので第三者委員会に申し立て

た。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、20 歳になってすぐに国民年金の納付書が届き、納付せずにいる

と再度督促状が届いたため、平成５年４月頃、申立人の母親がＡ町役場で、申

立期間の国民年金保険料をまとめて納付してくれたと主張している。 

   しかしながら、国民年金手帳記号番号払出簿によると、国民年金保険料納付

の前提となる申立人の国民年金手帳記号番号は、平成５年９月に払い出されて

いることが確認でき、この時点において、申立期間の保険料は過年度納付が可

能であるものの、Ｂ市によると、当時のＡ町役場では、国庫金となる過年度保

険料は納付できなかったとしており、申立内容とは符合しない。 

   また、オンライン記録によると、平成５年 11 月８日付けで申立人に対して

過年度納付書が作成されていることが確認でき、当該日においても、申立期間

に国民年金保険料の未納期間があったものと推認できるところ、申立期間を過

年度納付した記録は見当たらない。 

   なお、申立人は、申立期間直後の平成５年４月から同年９月までの国民年金

保険料を同年９月 30日に一括して現年度納付し、同年 10月以降は、申立人の

両親と同一日に納付していることがオンライン記録により確認でき、申立人の

母親が遡ってまとめて保険料を納付したのは一度だけであると供述している



 

ことと符合する。 

   さらに、申立人の母親及び申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したこ

とを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料

を納付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

兵庫国民年金 事案 2665 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 45年９月から 53年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年９月から 53年３月まで 

    私は、20歳から 28歳で結婚するまで家業を手伝っていたが、国民年金保

険料は、母親がほかの兄姉と同じように納めてくれていた。私が結婚したと

きに、母親から年金手帳をもらった記憶もある。記録を確認したところ、母

親が保険料を納めてくれていた約８年間が未納とされていることが分かっ

た。ほかの兄姉の保険料は未納無く納付されているのに、私だけが未納とな

っていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、その母親が、昭和 45年頃に申立人の国民年金の加入手続を行い、

申立人の兄姉の分と一緒に国民年金保険料を定期的に納付してくれていたと

主張している。 

   しかしながら、国民年金保険料納付の前提となる申立人の国民年金手帳記号

番号は、昭和 53 年８月に払い出されていることが国民年金手帳記号番号払出

簿で確認できることから、この頃に申立人の加入手続が行われたものと推認さ

れ、この時点では、申立期間の一部は既に時効により保険料を納付できない期

間である。 

   また、申立人の国民年金加入手続が行われた上記の時点では、申立期間の一

部の国民年金保険料は過年度納付することが可能であったが、申立人に係る当

時の国民年金被保険者台帳である特殊台帳において、申立期間に係る過年度納

付の記録は見当たらない上、申立人から申立期間の保険料を遡って納付したと

の主張も無い。 

   なお、申立人の兄及び長姉の国民年金手帳記号番号は昭和 36 年９月に申立

人の母親と連番で払い出され、申立人の次姉については 42 年５月に払い出さ



 

れていることが国民年金手帳記号番号払出簿で確認できる。 

   さらに、申立人の氏名（読み名）について改めて検索を行うも、上記とは別

の国民年金手帳記号番号は見当たらない上、申立人及びその母親が申立期間の

保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほか

に申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たら

ない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

兵庫国民年金 事案 2666 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和62年10月から平成２年６月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 37年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 62年 10月から平成２年６月まで 

    私は、婚姻後の昭和62年12月頃、市役所で国民年金の加入手続を行った。

その際、窓口の担当者に、同年９月末まで共済組合に加入していたことを説

明し、同年 10月及び同年 11月の国民年金保険料をその場で納付した記憶が

ある。その後の保険料は、夫と一緒に納付しており、申立期間が未納とされ

ている現在の記録に納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、婚姻後の昭和 62年 12月頃、Ａ市役所で国民年金の加入手続を行

い、同年 10月及び 11月の国民年金保険料をその窓口で納付し、以降の保険料

は、申立人の夫が納付してくれていたと主張している。 

   しかしながら、国民年金手帳記号番号払出簿によると、国民年金保険料納付

の前提となる申立人の国民年金手帳記号番号は、平成４年６月に払い出されて

いることが確認できる上、Ａ市の国民年金被保険者台帳によると、届出年月日

は同年５月 12 日と記録されていることから、申立人は、この頃に国民年金の

加入手続を行ったものと推認され、申立内容とは符合しない。 

   また、上記加入手続の時点で、申立期間のうち一部は既に時効により国民年

金保険料を納付することはできず、平成２年４月から同年６月までは過年度納

付が可能であるものの、Ａ市の国民年金被保険者台帳及びオンライン記録にお

いて、申立期間を過年度納付した記録は見当たらない。 

   なお、申立人は、平成４年４月から同年６月までの国民年金保険料を、上記

加入手続後の同年６月 10 日に現年度納付し、同年７月以降の保険料は、申立

人の夫と同一日に納付している上、申立期間直後の２年７月から４年３月まで

の国民年金保険料を、同年７月 30 日に過年度納付していることがオンライン



 

記録により確認できる。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

兵庫国民年金 事案 2667 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 46年２月から 54年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46年２月から 54年 12月まで 

    私が結婚した昭和 54年 10月から 55年の始めまでの頃、夫の勤務先に役

所職員が訪れ、私の国民年金の加入手続を行ってくれた。加入手続を行った

当日、職員から、「過去９年分の国民年金保険料を遡って納めて下さい。」と

言われたので、夫は、その日のうちに銀行で申立期間の保険料を納付してく

れたと思う。私は、夫から、「約 30万円の現金と納付書を添えて金融機関で

まとめて保険料を納付した。」と聞いた記憶がある。申立期間の保険料が未

納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 54年 10月から 55 年の始めまでの頃に申立人の夫が国民年

金の加入手続を行い、申立期間の国民年金保険料を遡って納付してくれたと主

張している。 

   しかしながら、国民年金保険料納付の前提となる申立人の国民年金手帳記号

番号は、前後の任意加入被保険者の資格取得日により、昭和 56 年８月に払い

出されていることが確認でき、この頃に申立人の加入手続が行われたものと推

認できることから、この時点で申立期間の保険料を納付するためには、特例納

付及び過年度納付によることとなるが、特例納付が実施されていた時期（第３

回特例納付の実施時期は、53年７月から 55年６月まで）ではなく、申立期間

のうち、54年６月以前は既に時効により保険料を納付できない期間である。 

   また、申立人に係る当時の国民年金被保険者台帳である特殊台帳を見ると、

申立期間直後の昭和 55年１月から 56年３月までの国民年金保険料を 57年３

月に過年度納付していることが確認できるものの、申立期間に係る特例納付及

び過年度納付記録は見当たらない。 



 

   さらに、申立人の氏名について婚姻前の姓を含む複数の読み名で検索を行う

も、上記とは別の国民年金手帳記号番号は見当たらない上、申立人の夫及び申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをうかがわ

せる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

兵庫国民年金 事案 2668 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 57年８月から 59年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 37年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 57年８月から 59年３月まで 

    昭和 57 年＊月頃、私の父が、Ａ市役所で学生だった私の国民年金の加入

手続を行い、国民年金保険料を同市役所か郵便局で納付してくれていたのに、

申立期間が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 57 年＊月頃、申立人の父親が国民年金の加入手続を行い、

申立期間の国民年金保険料をＡ市役所又は郵便局で納付してくれていたと主

張している。 

   しかしながら、国民年金手帳記号番号払出簿によると、国民年金保険料納付

の前提となる申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 59 年６月に払い出され

ていることが確認できることから、この頃に申立人に係る国民年金の加入手続

が行われたものと推認され、申立内容とは符合しない。 

   また、Ａ市の国民年金収滞納リストによると、申立期間直後の昭和 59 年４

月以降の国民年金保険料は現年度納付されていることが確認できるものの、上

記加入手続の状況から、申立期間の保険料を納付するためには、過年度納付に

よることとなるが、オンライン記録において、申立期間を過年度納付した記録

は見当たらず、申立人から保険料を遡って納付したとする主張も無い。 

   さらに、申立人の父親が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付して

いたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

兵庫国民年金 事案 2669 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 46年１月から 54年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46年１月から 54年３月まで 

    私の国民年金については、きっちりした性格の母が先々のことを考えて、

満 20 歳を待って国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を集金人に毎

月納付したと聞いており、８年間も保険料を納付していないとは考えられな

いので、第三者委員会に申し立てた。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 46 年＊月頃、申立人の母親が国民年金の加入手続を行い、

申立期間の国民年金保険料は集金人に納付してくれていたと主張している。 

   しかしながら、国民年金保険料納付の前提となる申立人の国民年金手帳記号

番号は、前後の任意加入被保険者の加入状況から、昭和 54 年３月に払い出さ

れていることが確認できることから、この頃に申立人に係る国民年金の加入手

続が行われたものと推認され、申立内容とは符合しない。 

   また、上記加入手続の時点において、申立期間のうち一部は既に時効により

国民年金保険料を納付することはできず、昭和 52年１月から 53年３月までは

過年度納付、同年４月から 54 年３月までは現年度納付が可能であるが、当時

の国民年金被保険者台帳である特殊台帳において、当該期間の保険料を納付し

た記録は見当たらない。 

   さらに、申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付して

いたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。



  
 

兵庫国民年金 事案 2670 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成 13年 11月から 14年３月までの国民年金保険料については、

免除されていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 56年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 13年 11月から 14年３月まで 

    私が 20歳になった平成 13年＊月頃、私の父が国民年金の加入手続を行っ

てくれ、同時に国民年金保険料の免除申請を行ってくれた。平成 14 年度以

降の免除申請も父親が行ってくれており、申立期間だけが未納とされている

のは不自然であり納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、その父親が申立期間について、国民年金保険料の免除申請を行っ

てくれたので、未納とされていることに納得できないと主張している。 

   しかしながら、オンライン記録によると、申立期間直後の平成 14 年度以降

の国民年金保険料については、申請免除が承認された記録は確認できるものの、

申立期間の保険料を免除申請した記録は見当たらない上、平成 14 年８月 19

日付けで申立人に対して過年度納付書が作成されていることが確認できるこ

とから、同日時点において、申立期間に保険料の未納期間があったものと推認

できる。 

   また、申立人が申立期間の国民年金保険料を免除されていたことを示す関連

資料は無く、ほかに申立期間の保険料を免除されていたことをうかがわせる周

辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を免除されていたものと認めること

はできない。 



  
 

兵庫国民年金 事案 2671 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 61 年３月から平成３年１月までの期間、５年８月及び同年９

月並びに８年６月から９年１月までの期間の国民年金保険料については、納付

していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 41年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 61年３月から平成３年１月まで 

② 平成５年８月及び同年９月 

③ 平成８年６月から９年１月まで 

    私が会社を退職した平成３年３月頃、申立期間①の国民年金保険料の納付

書が自宅へ送られてきた。その納付書に書かれた金額はかなりの大金（30

万円程度）であったが、両親に相談したところ、将来のために納付した方が

良いと言われ、その保険料の一部は母親から借り、私が自宅近くの郵便局で

納付した。 

    また、申立期間②及び③については、自宅に送られてきた納付書と一緒に

コンビニエンスストア又は郵便局で毎月納付した。 

    私の年金記録に未納と記録されている期間があることに納得できないの

で、調査して記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、平成３年３月頃、申立期間①の国民年金保険料を一括して納付し、

申立期間②及び③の保険料は納付書で毎月納付したと主張している。 

   しかしながら、申立期間①及び②について、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付するには、保険料納付の前提となる国民年金手帳記号番号が払い出

されていることが必要であるが、申立人に対し、同手帳記号番号が払い出され

た形跡は見当たらない上、オンライン記録によると、当該期間については、平

成 10 年４月に国民年金被保険者の資格期間として追加入力されていることが

確認できることから、この時点まで国民年金に未加入の期間であったものと推

認でき、この時点では既に時効により、申立人は、申立期間①及び②の国民年



  
 

金保険料を納付できなかったものと考えられる。 

   また、申立期間③について、上記の国民年金の加入時点で国民年金保険料を

過年度納付することは可能であったが、当該期間直後の平成９年４月から同年

12 月までの保険料を現年度納付したことがオンライン記録において確認でき

るものの、申立期間③に係る過年度納付記録は見当たらない。 

   さらに、申立人の氏名について複数の読み名で検索を行うも、申立期間に係

る国民年金手帳記号番号は見当たらない上、申立人が申立期間①、②及び③の

国民年金保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無

く、ほかに当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見

当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情等を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 



  
 

兵庫国民年金 事案 2672 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 44年 10月から 50年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年 10月から 50年３月まで 

    家族の国民年金は、Ａ組合婦人部を通じて加入手続を行い、同組合婦人部

の集金人に毎月、国民年金保険料を納付していたと母から聞いている上、当

時の同組合は、半強制的に保険料を集金していた状況から考えても、両親が

納付済みであるのに、私の申立期間の納付記録が無いのはおかしいので、年

金記録確認第三者委員会に申し立てた。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、その両親がＡ組合婦人部を通じて国民年金の加入手続を行い、申

立期間の国民年金保険料を同組合婦人部の集金人に毎月、納付してくれていた

と主張している。 

   しかしながら、国民年金保険料納付の前提となる申立人の国民年金手帳記号

番号は、前後の任意加入被保険者の加入状況から、昭和 51 年２月に払い出さ

れたものと推認でき、当該払出しの時点において、申立期間のうち一部は既に

時効により保険料を納付することはできず、49 年１月以降は過年度納付が可

能であるものの、当時の国民年金被保険者台帳である特殊台帳において、当該

期間を過年度納付した記録は見当たらない上、Ｂ市によると、集金人が国庫金

となる過年度保険料を収納することはなかったとしている。 

   また、申立期間の国民年金保険料を納付するためには、申立期間当時に国民

年金手帳記号番号が払い出されていることが必要であるところ、国民年金手帳

記号番号払出簿検索システムにおいて、申立人の氏名をＣ県内で検索したが、

上記とは別の同手帳記号番号が払い出された形跡は見当たらず、申立人の両親

は、申立期間の保険料を納付できなかったものと考えられる。 

   さらに、申立人の両親が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関



  
 

連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付して

いたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

兵庫国民年金 事案 2673 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 39年２月から 41年 10 月までの期間の国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認めることはできない。 

   また、昭和 41年 11月から 44年８月までの期間及び 52年５月から 53年３

月までの期間の国民年金保険料については、免除されていたものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 39年２月から 41年 10月まで 

             ② 昭和 41年 11月から 44年８月まで 

             ③ 昭和 52年５月から 53年３月まで 

    昭和 37 年４月から会社に入社したが、家業が多忙となり、私が家事手伝

いをしなければならなくなったので退職した。結婚するまでは、姉が国民年

金の加入手続及び国民年金保険料の納付をしてくれていたが、結婚後は、私

が市役所で夫婦二人分の免除申請をした。夫の年金記録では、免除になって

いる期間もあるのに、私の記録が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間①について、申立人の姉が国民年金の加入手続及び国民

年金保険料を納付してくれ、申立期間②及び③については、申立人自身が夫婦

二人分の免除申請を行ったと主張している。 

   しかしながら、申立期間①について、国民年金手帳記号番号払出簿よると、

国民年金保険料納付の前提となる申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 44

年１月に夫婦連番で払い出されており、申立人が所持する国民年金手帳を見る

と、43 年 12 月 26 日に発行されていることが確認できることから、この頃に

申立人に係る国民年金の加入手続が行われたものと推認され、当該加入手続の

時点において、申立期間のうち一部は既に時効により保険料を納付することは

できず、41年 10月は過年度納付が可能であるものの、当時の国民年金被保険

者台帳である特殊台帳において、当該月を過年度納付した記録は見当たらない。 



 

   また、申立期間②について、申立人の夫は、国民年金制度発足当初に、上記

とは別の国民年金手帳記号番号がＡ市で払い出されており、昭和 38 年４月か

ら 44 年３月までの期間について、当該手帳記号番号で国民年金保険料の免除

申請が行われていることがＡ市の国民年金被保険者名簿により確認できると

ころ、申立人は、上記加入手続の時点において、43年 10月以降は免除申請が

可能であったものと推認できるものの、特殊台帳において、申立期間が申請免

除された記録は見当たらない 

   さらに、申立期間③について、申立人に係る昭和 52 年度Ａ市の収滞納一覧

表によると、昭和 52 年５月に再取得の異動処理が行われているが、申立期間

の国民年金保険料を免除申請した記録は見当たらず、申立人は、免除申請を行

わなかったかもしれないとしている。 

   加えて、申立人の姉が申立期間①の国民年金保険料を納付したことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間①の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない上、申立人が申立期間②及

び③の保険料を免除されていたことをうかがわせる周辺事情も存しない。  

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間①の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできず、申立期間②及び③の保険料を免除されていたものと認めることはで

きない。 



 

兵庫国民年金 事案 2674 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成５年 10 月から８年３月までの国民年金保険料については、免

除されていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 48年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成５年 10月から８年３月まで 

    私は、20 歳になった平成５年＊月頃、Ａ市役所又はＢ町役場（当時）で

国民年金の加入手続を行った。当時は学生だったため収入が無く、学生免除

の申請を同時に行った。しかし、年金記録を確認すると、申立期間が未加入

期間とされており納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、20 歳になった頃、国民年金の加入手続を行い、同時に申立期間

の国民年金保険料について、免除申請を行ったと主張している。 

   しかしながら、申立人が申立期間当時に国民年金保険料の免除申請を行うに

は、国民年金被保険者資格を取得し、国民年金手帳記号番号が払い出されてい

ることが必要であるところ、国民年金手帳記号番号払出簿検索システムにおい

て、申立人の婚姻前の姓をＣ県内の全てについて検索したが、申立人に対して

同手帳記号番号が払い出された形跡は見当たらないことから、申立期間は国民

年金に未加入であり、申立人は申立期間に係る保険料の免除申請を行うことは

できなかったものと考えられる。 

   また、申立人が申立期間の国民年金保険料を免除されていたことを示す関連

資料は無く、ほかに申立期間の保険料を免除されていたことをうかがわせる周

辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を免除されていたものと認めること

はできない。 



 

兵庫国民年金 事案 2675 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 63 年３月から同年８月までの期間及び平成９年８月から同年

11 月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 38年生 

    住 所 ：  

     

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 63年３月から同年８月まで 

             ② 平成９年８月から同年 11月まで 

    私は、申立期間①について、転居の際、Ａ市役所で国民健康保険の手続に

伴い、窓口で国民年金にも加入するように言われて加入手続を行い、翌日、

同市役所で国民年金保険料を納付した。また、申立期間②についても、Ｂ市

役所で加入手続を行い、同じく翌日、同市役所で保険料を納付したにもかか

わらず、申立期間①及び②が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間①及び②について、それぞれ転居の際、窓口で国民年金

の加入手続を行い、翌日、国民年金保険料を納付したと主張している。 

   しかしながら、申立人の基礎年金番号は、厚生年金保険の記号番号で付番さ

れており、申立期間①及び②の国民年金保険料を納付するためには、その前提

となる国民年金手帳記号番号が申立人に払い出されていることが必要である

が、国民年金手帳記号番号払出簿検索システムにおいて、申立人の氏名をＣ県

及びＤ県内で検索したが、申立人に同手帳記号番号が払い出された形跡は見当

たらない。 

   また、オンライン記録によると、申立期間①及び②に係る国民年金の資格記

録は、平成 12年 10 月 26日付けで追加入力されていることが確認でき、当該

日までは、申立期間①及び②は国民年金に未加入の期間であったものと推認さ

れる上、当該資格入力が行われた時点において、申立期間①及び②は既に時効

による国民年金保険料の納期限を経過していることから、申立人は、申立期間

①及び②の保険料を納付できなかったものと考えられる。 



 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

兵庫国民年金 事案 2676 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 46年３月から 55年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住 所 ：  

   

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46年３月から 55年３月まで 

    私は、昭和 47 年頃に父親が国民年金の加入手続を行ってくれ、父親から

お金をもらって、20 歳まで遡って国民年金保険料を納付し、その後も保険

料を納付していた記憶がある。申立期間が未納とされていることに納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、その父親が昭和 47 年頃に国民年金の加入手続を行い、申立期間

の国民年金保険料は申立人の父親からお金をもらって納付していたと主張し

ている。 

   しかしながら、国民年金手帳記号番号払出簿によると、国民年金保険料納付

の前提となる申立人の国民年金手帳記号番号は昭和 56 年９月に払い出されて

おり、前後の任意加入被保険者の資格取得日から、同年８月頃に申立人の加入

手続が行われたものと推認され、申立内容とは符合しない上、この時点では、

申立期間のうち、54 年６月以前は既に時効により保険料を納付できない期間

である。 

   また、申立人の国民年金加入手続が行われた上記の時点（昭和 56年８月頃）

では、申立期間の一部の国民年金保険料を過年度納付することが可能であった

が、申立人に係る当時の国民年金被保険者台帳である特殊台帳を見ると、申立

期間直後の 55年４月から 56年３月までの保険料を 57年２月に一括して過年

度納付していることが記録されているものの、申立期間に係る過年度納付の記

録は見当たらず、オンライン記録と一致している。 

   さらに、申立人の氏名について複数の読み名で検索を行うも、上記とは別の

国民年金手帳記号番号は見当たらない上、申立人が申立期間の国民年金保険料



 

を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立

期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情は見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

兵庫国民年金 事案 2677 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成３年３月及び９年３月の国民年金保険料については、納付して

いたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 41年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成３年３月 

             ② 平成９年３月 

    私が会社を退職した平成３年３月と９年３月に国民年金保険料の納付書

が自宅へ送られてきたので、その納付書に書かれた金額の保険料を自宅近く

のコンビニエンスストア又は郵便局で納付した。私は、国の意に沿って保険

料を納付してきたのに、この期間の納付記録が無いことに納得できない。詳

しく調査して記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、平成３年３月と９年３月頃に申立期間①及び②の国民年金保険料

を納付書で納付したと主張している。 

   しかしながら、申立期間①について、申立人が申立期間の国民年金保険料を

納付するには、保険料納付の前提となる国民年金手帳記号番号が払い出されて

いることが必要であるが、申立人に対し、同手帳記号番号が払い出された形跡

は見当たらない上、オンライン記録によると、当該期間については、平成 10

年４月に国民年金被保険者の資格期間として追加入力されていることが確認

できることから、この時点まで国民年金に未加入の期間であったものと推認で

き、申立人は、申立期間①の保険料を納付できなかったものと考えられる。 

   また、申立期間②について、上記の国民年金の加入時点で国民年金保険料を

過年度納付することが可能であったが、当該期間直後の平成９年４月から同年

12 月までの保険料を現年度納付したことがオンライン記録において確認でき

るものの、申立期間②に係る過年度納付記録は見当たらない。 

   さらに、申立人の氏名について複数の読み名で検索を行うも、申立期間に係

る国民年金手帳記号番号は見当たない上、申立人が申立期間①及び②の国民年



 

金保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほ

かに当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当た

らない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情等を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 

 



 

兵庫厚生年金 事案 4113  

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 54年９月 30日から 55年５月１日まで 

             ② 平成６年６月１日から７年２月１日まで 

    申立期間①について、私は昭和 54年５月から 55年４月までＡ社で正社員

として勤務したが、申立期間の年金記録が欠落している。 

    申立期間②について、私は平成５年７月から７年１月までＢ社で正社員と

して勤務したが、申立期間の年金記録が欠落している。この間は交通事故に

より月 25万ほどを会社からもらっていた。 

調査の上、年金記録を訂正してほしい。  

     

第３ 委員会の判断の理由 

１  申立期間①について、申立人は、「昭和 55年４月まで、Ａ社で正社員とし

て勤務した。」と主張している。 

しかしながら、Ａ社は、既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなってお

り、元代表取締役は死亡しているため、申立人の申立期間①における勤務実

態及び厚生年金保険の加入状況等について確認できない。 

また、申立期間①においてＡ社に係る厚生年金保険被保険者資格を有し、

連絡先の判明した 13 人に照会したところ、回答があった７人のうち４人が

申立人のことを記憶していたものの、申立人の勤務期間を記憶する者はおら

ず、申立期間①における申立人の勤務実態に関する証言が得られない。 

さらに、雇用保険の記録を確認しても、申立人に係る申立期間の被保険者

記録は見当たらない。 

加えて、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票によると、申立人

の資格喪失日はオンライン記録と同日の昭和 54年９月 30日と記録されてお

り、健康保険証を返却したことを示す記載が確認できる上、申立人は「健康



 

保険証は会社を辞めてから返却した。勤務している途中で、先に保険証を返

すことは無かった。」旨供述している。 

２  申立期間②について、申立人は、「平成７年１月までＢ社で正社員として

勤務した。」と主張している。 

しかしながら、Ｂ社は、既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなってお

り、元代表取締役は連絡先不明のため、申立人の申立期間②における勤務実

態及び厚生年金保険の加入状況等について確認できない。 

また、申立期間②においてＢ社に係る厚生年金保険被保険者資格を有し、

連絡先の判明した６人に照会したところ、４人から回答が得られたものの、

申立人を記憶する者はおらず、申立期間②における申立人の勤務実態に関す

る証言が得られない。 

さらに、雇用保険の記録によると、申立人のＢ社における離職日は平成６

年５月 31 日と記録されており、厚生年金保険の記録と一致する上、申立期

間中の同年６月 24 日に求職の申込みをしており、待期満了後の同年７月１

日から計 87日分の基本手当を受給していることが確認できる。 

加えて、オンライン記録によると、申立人のＢ社における健康保険証は平

成６年６月 21 日に返却されていることが確認できる上、申立人は「健康保

険証は会社を辞めてから返却した。勤務している途中で、先に保険証を返す

ことは無かった。」旨供述している。 

３ このほか、申立人が、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情も見

当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

 

 

 



 

兵庫厚生年金 事案 4114 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張する

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 43年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 平成４年８月１日から同年 11月 30日まで 

私は、平成４年２月 21日にＡ社に入社し、同年 11月の給与を受領したの

を最後に同年同月末で同社を退職したが、申立期間の標準報酬月額について、

給与額の変更は無かったのに低くなっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人のＡ社における申立期間に係る標準報酬月

額は、申立人が同社を退職する直前の平成４年 11 月９日付けで、同年８月１

日に遡って17万円から９万8,000円に引き下げられていることが確認できる。 

しかし、申立人から提出のあった普通預金通帳を見ると、申立期間のうち、

平成４年10月及び同年11月について、Ａ社からの振込額は確認できるものの、

同振込額に基づき、申立人の申立期間に係る給与支給総額及び厚生年金保険料

控除額を確定することができない。 

また、Ａ社は、平成 11 年に休業し、厚生年金保険の適用事業所ではなくな

っている上、資料も廃棄されていることから、申立人の申立期間に係る厚生年

金保険料の控除額等を確認することができない。 

さらに、Ａ社の元代表取締役は、「当社は、平成 11年に休業し、賃金台帳、

厚生年金保険等に関する資料は全て廃棄している上、当時の厚生年金保険の実

務担当者も所在が分からないことから、遡及訂正された理由及び標準報酬月額

の引下げに伴う厚生年金保険料の差額の申立人への還付等については分から

ない。私も当時の同社の経営状態がどうであったかなど記憶がはっきりしな

い。」と回答している上、当時の同僚からも、具体的な証言を得ることができ

ない。 



 

このほか、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを示す関連資料は無く、ほかに申立人の給与から厚生年金

保険料が控除されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間についてその主張する標準報酬

月額に相当する厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

を認めることはできない。



 

兵庫厚生年金 事案 4115 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 46年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 62年 12月１日から平成３年 12月頃まで 

私は、昭和 62年３月の中学校卒業後に、Ａ社（現在は、Ｂ社）に入社し、

平成３年 12月頃までの期間継続して勤務していたが、昭和 62年 12月１日

以降の厚生年金保険の被保険者記録が無いことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「Ａ社には、昭和 62 年 12 月１日以降も、退職する平成３年 12

月頃までの期間は勤務していた。」と主張している。 

しかしながら、Ａ社の元代表取締役は所在不明であり、Ｂ社に照会を行った

が回答を得ることができない上、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原

票（以下「被保険者原票」という。）の健康保険番号１番から 10 番までの元

従業員で、住所の判明した二人に照会したが、回答を得ることができず、申立

人の申立期間における勤務実態及び厚生年金保険加入状況等を確認すること

ができない。 

また、Ａ社は、昭和 63年５月 25日に厚生年金保険の適用事業所ではなくな

っているため、申立期間のうち、同年同月同日以降の期間は、厚生年金保険に

加入できない期間である。 

さらに、申立人のＡ社に係る被保険者原票によると、申立人は、同社におい

て昭和 62年７月１日に被保険者資格を取得し、同年 12月１日に同資格を喪失

していることが確認でき、オンライン記録と一致している。 

このほか、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを示す関連資料は無く、ほかに申立人が申立期間に係る厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことをうかがわせる周

辺事情も見当たらない。 



 

これらを総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立

期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認める

ことはできない。



 

兵庫厚生年金 事案 4116 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 47年９月２日から 49年１月 10日まで 

私は、昭和 47 年９月に前に勤めていた会社を辞めて、Ａ社に就職した。

商売のノウハウを学ぶため、最初の約４か月間はＢ国で研修を受け、日本に

帰国後は、Ｂ国のＣ商品を扱う店で２年間勤務し、その後は同社の本社で勤

務した。 

しかし、国の年金記録では、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無いの

で、調査の上、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の元事業主の妻及び元同僚は、申立人が同社で勤務していたことを証言

しているものの、申立人の勤務期間の特定はできない。 

また、Ａ社において厚生年金保険の被保険者記録を有する元従業員 12 人に

文書照会を行い、９人から回答を得たが、申立人の申立期間における厚生年金

保険の加入状況及び保険料控除について確認することができない。 

さらに、Ａ社の申立期間当時の事業主及び社会保険事務担当者は、既に死亡

しており、当時の関係書類も保存されていないため、申立人の申立期間におけ

る厚生年金保険の加入状況及び保険料控除について確認することができない。 

このほか、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを示す関連資料は無く、ほかに申立人の給与から厚生年金

保険料を控除されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたものと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 4117  

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 28年９月 30日から同年 10月１日まで 

私は昭和 27 年６月１日からＡ社に勤務し、28 年 10 月１日に同社を退職

し、同日付けでＢ事業所に就職した。 

私のＡ社における厚生年金保険被保険者資格喪失日は昭和28年10月１日

となるはずである。厚生年金保険の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人は、昭和 28年９月 30日にＡ社において厚

生年金保険被保険者資格を喪失後、同年 10 月１日にＢ事業所において同資格

を取得しており、申立期間の被保険者記録が確認できないところ、申立人は、

「Ａ社のＣ氏の著書には、「Ａ社は（同年）10 月１日をもって業務を閉じ、

社員は退職し、同日Ｂ事業所に就職した。」とあるので、私のＡ社の資格喪失

日は同年 10月１日となるはずである。」と主張している。 

しかしながら、Ａ社は厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、上記

のＣ氏は既に死亡している上、申立人は、「申立期間当時の事務担当者は申立

人自身であった。」と主張しているが、保険料控除について記憶していないこ

とから、保険料控除について確認できない。 

また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、昭和 28 年

９月 30日に、同日時点の被保険者 44人のうち、申立人を含む 43人が同社に

係る厚生年金保険被保険者資格を喪失していることが確認できる上、唯一、被

保険者資格を喪失しなかった一人は既に死亡しているため、当該元従業員から

当時の状況を確認することができない。 

さらに、昭和 28年 10月１日にＢ事業所において厚生年金保険被保険者資格

を取得している 42人のうちの 40人は、申立人同様、同年９月 30日にＡ社に



 

おいて同資格を喪失した者であるところ、当該 40 人のうち、連絡先の判明し

た４人に照会し２人から回答が得られたものの、当該二人は、「Ａ社とＢ事業

所との間で休んだ記憶は無く、両事業所で働く従業員は同じメンバーだったが、

両事業所は全く別の組織である。当時の給料や保険料控除について覚えていな

い。」とそれぞれ証言している。 

このほか、申立人が、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことを確認できる関連資料、周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたものと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 4118 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和３年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 29年７月頃から 32年頃まで 

私は、昭和 29年７月頃から 32年頃までの期間はＡ県Ｂ町（現在は、Ｃ市）

にあったＤ社の社宅兼営業所に勤務し、Ｅ業務をしていた。同社を退職後に

失業保険を受給した記憶があるのに、申立期間の厚生年金保険被保険者記録

が無いことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｄ社Ｆ営業所の所在地及び業務内容についての申立人の詳細な記憶並びに

元従業員の供述から判断すると、申立人は、勤務期間の特定はできないものの、

同社同営業所において勤務していたことが推認できる。 

しかしながら、Ｄ社の申立期間当時の事業主の所在は不明である上、同社の

事業を継承しているＧ社は、「事務所の移転等により、Ｄ社の申立期間当時の

資料は既に廃棄しており、当時の事情については不明である。」と回答してお

り、申立人の申立期間に係る勤務実態や厚生年金保険の加入状況等について確

認することができない。 

また、Ｄ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、申立期間に被

保険者記録が確認できる元従業員のうち、住所が判明した 12 人に照会したと

ころ、10 人から回答があったが、そのうちの８人は申立人を記憶していない

上、残りの２人は、申立人を記憶しているものの、厚生年金保険の加入状況に

ついて具体的な証言を得ることはできない。 

さらに、申立期間当時の事務担当者は、「Ｄ社は、各営業所に勤務していた

従業員の社会保険の加入手続は本社一括で行っており、各営業所の所長から本

社に報告があった従業員について加入手続を行っていた。申立人のことは記憶

になく、申立期間当時、Ｆ営業所の所長から申立人について報告があったかど



 

うかは覚えていないが、報告があれば遅滞なく社会保険加入手続をしており、

少なくとも手続をしていない従業員の給与からは厚生年金保険料は控除して

いなかったと思う。」と供述している。 

加えて、Ｄ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立人の

氏名は確認できない上、同名簿の整理番号には欠番は無く、申立人の記録の欠

落をうかがわせる事情等は見当たらない。 

このほか、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを示す関連資料は無く、ほかに申立人が申立期間に係る厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことをうかがわせる周

辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 4119 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正 11年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 17年６月１日から 19年６月１日まで 

私は、昭和 15年４月に工賃計算などを行う事務職員としてＡ社に入社し、

同社Ｂ事業所に配属された。      

しかし、国の年金記録では、Ａ社Ｂ事業所に配属されていた期間のうち、

昭和 17年６月１日から 19年６月１日までの厚生年金保険の加入記録が欠落

しているので、調査の上、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社Ｂ事業所における複数の元同僚の氏名を記憶している上、同

社同事業所で勤務していた当時の名刺を保有していることから、期間の特定は

できないものの、申立人が同社同事業所で勤務していたことは推認できる。 

しかし、Ａ社は、｢当時の関連資料が無いため、申立人の申立期間における

厚生年金保険の加入状況及び保険料控除については不明である。｣と回答して

いる。 

また、一般職員（事務職）及び女子の厚生年金保険の適用は昭和 19 年６月

１日（保険料納付は同年 10 月）からとされているところ、オンライン記録及

び厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）によると、17 年から同社同事業所で

事務職として勤務していたと証言している元従業員二人及び申立人が申立期

間に同社同事業所で事務職として一緒に勤務していたと記憶する元同僚３人

は、いずれも、申立人と同様に同社同事業所において厚生年金保険の加入記録

が無く、19 年６月１日に同社の別の事業所で同保険の被保険者資格を取得し

ていることが確認できることから、申立期間において、申立人は厚生年金保険

の適用対象者ではなかったことがうかがえる。 

このほか、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され



 

ていたことを示す関連資料は無く、ほかに給与から厚生年金保険料が控除され

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 4120 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 32年３月 10日から同年６月 20日まで 

             ② 昭和 32年 11月 20日から 34年９月頃まで 

    私はＡ社に入社し、34年９月頃までＢ職として住み込みで勤務していた。

年金記録に欠落があるので、調査の上、訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立てに係る事業所において、昭和 31年７月頃から 34年９月頃まで勤務し

たと供述する元同僚（当該事業所に係る厚生年金保険被保険者記録は確認でき

ない。）が、「私が入社してからしばらくの間、申立人は、同じ現場でＢ職の

仕事をしていた。その後、申立人とは別の現場となったが、34 年６月頃に再

び同じ現場となり、同年９月頃、私と同時期に申立人も退職した。申立人は途

中、一旦退職したり、転職したりしていないと思う。」と証言しており、申立

期間②のみに当該事業所に係る厚生年金保険被保険者記録が確認できる別の

元同僚は、「私の勤務期間と年金記録は一致する。申立人の勤務期間及び雇用

形態等は分からないが、申立人は私と同時期に勤務していた。」と証言してい

る。 

しかしながら、当該事業所は既に解散している上、当時の代表取締役、取締

役及び事務担当者は死亡又は所在不明であることから、申立人の申立期間①及

び②に係る厚生年金保険の加入状況及び保険料控除を確認することができな

い。 

また、申立期間①及び②前後の時期において当該事業所に係る厚生年金保険

被保険者記録を有し、所在が確認できた 33 人に照会したところ、回答があっ

た 18 人のうち４人が、申立人を記憶していたものの、いずれも申立人の勤務

期間及び雇用形態を記憶しておらず、申立人の申立期間①及び②における勤務



 

実態及び厚生年金保険の加入を裏付ける証言が得られない。 

さらに、上記回答があった 18 人のうち、当該事業所における自身の勤務期

間を記憶している 11 人中７人が、「自身が記憶している勤務期間と厚生年金

保険被保険者期間とは相違する。」と供述しているところ、当該７人全員が「当

該相違する期間の給料から厚生年金保険料が控除されていたかは不明である。

当時の給与明細書等の資料は保存していない。」と証言している。 

加えて、申立人が申立期間②の終期頃、一緒に勤務していた元同僚として名

前を挙げた７人のうち５人は、昭和 34 年９月時点において、当該事業所に係

る厚生年金保険被保険者記録が見当たらない上、当該５人のうち同被保険者記

録が確認できた４人の資格喪失日は、申立期間②の終期よりも 13か月から 28

か月前であることが確認できる。 

これらのことから判断すると、当該事業所では、必ずしも従業員の全ての勤

務期間について厚生年金保険に加入させる取扱いを行っていたわけではなか

ったことがうかがえる。 

その上、当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、申

立人の資格喪失日は、昭和 32年３月 10日及び同年 11月 20日と記録されてお

り、オンライン記録と一致する上、２回の資格喪失に係る記録には、いずれも

健康保険の被保険者証を返却したことを表す「返」の記載が確認できる。 

このほか、申立人が申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことを示す関連資料及び周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 4121 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間について、厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録訂正を

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

  

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成７年２月から８年９月まで 

② 平成８年 10月から 10年２月まで 

    オンライン記録では、私の申立期間の標準報酬月額が引き下げられている

が、当時、経営状態は悪くなく標準報酬月額を引き下げる必要はなかったの

で、調査の上、記録を訂正してほしい。 

   

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された納税証明書（平成７年分）において確認できる所得金

額、並びに所得税の確定申告書（８年分、９年分及び 10 年分）及び市民税・

県民税課税証明書（９年分）において確認できる給与収入金額により、申立人

は、申立期間において、オンライン記録の標準報酬月額を上回る報酬月額であ

ったことがうかがえる上、Ａ社の当時の顧問税理士によると、「申立期間当時、

同社の事業活動は順調であり、申立人の役員報酬を引き下げる必要はなかった

と記憶している。」と証言している。 

しかしながら、申立期間のうち、平成７年２月から同年 12 月までの期間に

ついては、申立人から提出された上記の納税証明書（平成７年分）には、当時

の社会保険料に係る記載が無い上、Ａ社は、既に破産手続が終結しており、同

社の事業主であった申立人及び上記の顧問税理士は、同社に係る賃金台帳等を

保管していないことから、当該期間における保険料控除の状況について確認す

ることができない。 

また、申立期間のうち、平成８年１月から 10年２月までの期間については、

申立人から提出された上記の所得税の確定申告書（８年分、９年分及び 10 年

分）及び市民税・県民税課税証明書（９年分）により確認できるそれぞれの社

会保険料控除額は、オンライン記録の標準報酬月額に基づき試算したそれぞれ



 

の年の社会保険料額とおおむね一致する。 

このほか、申立人が申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立期間について、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

なお、オンライン記録によると、申立人の標準報酬月額は、申立期間の直前

の平成７年１月は 53 万円であったところ、申立期間のうち同年２月から同年

８月９日までの期間に係る標準報酬月額については、同年８月９日付けで遡っ

て 15 万円に引き下げられ、その処理は、申立人と同日の同年２月１日に標準

報酬月額が引き下げられている被保険者が３人確認でき、当該３人のうち２人

は、同年３月 26 日付けの資格喪失処理も同時に行われていることが確認でき

る上、同社に係る債権記録リストによると、当該処理日（同年８月９日）まで

に到来する納付期限（同年７月 31 日）の保険料について、３か月連続（同年

３月から同年６月まで）して納付期限内に納付できずに延滞金が発生している

ところ、当該処理日（同年８月９日）から９年９月 26 日までは延滞金が発生

していないことがそれぞれ確認できる。 

一方、商業登記簿謄本によると、申立人は、当該期間において唯一の代表取

締役であったことが確認できるところ、申立人は、「給料額は自分で決めてい

たが、海外出張が多く、国内における事務処理については事務担当者に任せて

いた。」と供述しているが、当時の事務担当者によると、「実印の管理は社長で

ある申立人が行っており、勝手に届出を行ったことはなく、申立人に決定権が

あった。社会保険料の負担が重いので、申立人の指示で標準報酬月額を引き下

げた。」と証言している上、当時の顧問税理士によると、「同社の実印管理者及

び決裁権者は申立人であった。」と証言していることから、申立人が関与せず

に当該期間に係る標準報酬の月額変更処理が行われたとは考え難い。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、会社の業務を執行する責任

を負っている代表取締役として自らの標準報酬月額の当該減額処理の無効を

主張することは信義則上許されず、申立期間に係る記録の訂正を認めることは

できない。 



 

兵庫厚生年金 事案 4122  

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： ① 昭和 35年９月から 39年５月まで 

         ② 昭和 39年 10月 

         ③ 昭和 63年 10月から平成元年９月まで 

私は、同僚のＡさんと一緒にＢ社で働くことになったが、同社では一度も

給料が下がったことは無く、毎年上がっており、昭和 39年頃には３万 5,000

円から４万円の給料をもらっていたと記憶している。同社で勤務した期間の

うち、38年 10月から 39年５月までの標準報酬月額は１万円から２万 2,000

円に訂正されたが、その他の期間の標準報酬月額は１万円のままとなってい

る。38 年 10 月以降の標準報酬月額が訂正された理由を説明するとともに、

同社における標準報酬月額が低いので調査してほしい。 

また、その後勤務したＣ社（現在は、Ｄ社）における昭和 39年 10月分の

標準報酬月額が２万4,000円から１万8,000円に下げられているので調査し

てほしい。 

さらに、Ｄ社における昭和 63年 10月から平成元年９月までの標準報酬月

額についても、41 万円から 38 万円に下げられているので調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、オンライン記録によると、申立人の当該期間におけ

る標準報酬月額は、昭和 35年９月 10日から 38年 10月１日までは１万円、

同日から 39年５月 26日までは２万 2,000円と記録されているところ、申立

人は、「Ｂ社では一度も給料が下がったことは無く、39年頃には３万 5,000

円から４万円の給料をもらっていた。病気の親の生活も支えていたので、標

準報酬月額のような収入では生活できなかったはずである。」と主張してい

る。 



 

しかしながら、Ｂ社は既に廃業し、元事業主も死亡しているため、申立人

の申立期間①における報酬月額及び厚生年金保険料控除額について確認す

ることができない。 

また、申立人と同日にＢ社に係る厚生年金保険被保険者資格を取得してい

る元従業員は、申立人のほかに３人確認できるところ、このうち２人（残り

の一人は既に死亡）に文書照会したものの回答が得られないため、申立期間

当時の報酬月額及び厚生年金保険料控除額について確認することができな

い。 

さらに、申立期間①においてＢ社に係る厚生年金保険被保険者記録を有す

る元従業員のうちの一人が保管する昭和 36 年６月分の給料支払明細書によ

ると、当該元従業員は、同年同月の標準報酬月額は１万円であるところ、こ

れを上回る３万 874円が支給されていることが確認できるものの、保険料控

除額に相当する標準報酬月額は、当該元従業員の標準報酬月額（１万円）と

一致することが確認できる。 

加えて、Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、申立人

の標準報酬月額は、申立人と同日に資格を取得した上記の３人と比較しても

同額か、これを上回っていることが確認でき、申立人の標準報酬月額のみが

低額である事情は見当たらない。 

なお、申立期間のうち、昭和 38年 10月１日から 39年５月 26日までの期

間の申立人の標準報酬月額は、オンライン記録において、当初１万円と記録

されていたところ、平成 22 年８月に２万 2,000 円に訂正されているが、こ

れは、上記の被保険者名簿において２万 2,000円とする記録が確認されたこ

とによるものである。 

  ２ 申立期間②について、オンライン記録によると、申立人の昭和 39 年 10

月分の標準報酬月額は１万 8,000円と記録されているところ、申立人は、「給

料が下がったことはないのに、39 年 10 月分の標準報酬月額が直前の２万

4,000円から１万 8,000円に下げられている。」と主張している。 

しかしながら、Ｄ社は、「当時の資料は残っていない。」と回答しており、

申立期間②における申立人の報酬月額及び厚生年金保険料控除額について

確認することができない。 

 また、Ｃ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票において、昭和 39

年 10 月付けの標準報酬月額が前月の同月額を下回っている元従業員３人に

照会したところ、唯一回答が得られた一人も給与明細書は保管しておらず、

保険料控除の状況について確認することができない上、当該元従業員は、「私

の標準報酬月額は、39年 10月以外にも３回下がっているが、残業時間の増

減、給与形態の変更、身分の変動等により標準報酬月額が下がることがあっ

たので、私の標準報酬月額は正当なものとなっている。」と証言している。 

３ 申立期間③について、オンライン記録によると、申立人の昭和 63 年 10



 

月から平成元年９月までの期間の標準報酬月額は 38 万円と記録されている

ところ、申立人は、「給料は下がったことがないのに、当該期間の標準報酬

月額が直前の 41万円から 38万円に下げられている。」と主張している。 

しかしながら、Ｄ社から提出された申立人に係る給与台帳によると、当該

期間における申立人の報酬月額及び厚生年金保険料控除額のそれぞれに基

づく標準報酬月額は、いずれもオンライン記録の標準報酬月額と一致するこ

とが確認できる上、同社では、「申立人は、昭和 62 年８月１日付けで管理

職になっており、管理職になった時点で給与体系が改定され給与が固定化さ

れるため、支給金額が下がることがある。」と回答している。 

４ このほか、申立人が、申立期間①、②及び③において、その主張する標準

報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人は、申立期間①、②及び③について、その主張する標準報酬月

額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたものと

認めることはできない。 

 

 



 

兵庫厚生年金 事案 4123  

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 20年３月 23日から同年６月 30日まで 

             ② 昭和 20年７月１日から同年 10月 25日まで 

私は、Ａ社及びＢ社において、勤務していた期間があるにもかかわらず、

当該期間の記録が欠落している。調査の上、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人は、申立期間①前に勤務していた事業所が被

災したために、元同僚５人と一緒にＡ社へ転職したと供述しているものの、

当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿（以下「被保険者名簿」

という。）において、申立人及び上記５人の元同僚のうち申立人が氏名を記

憶している４人の氏名を確認することができない。 

また、上記被保険者名簿により、申立期間に被保険者記録が確認できる

11 人のうち、唯一所在が確認できた一人に、申立人の在籍及び厚生年金保

険の加入状況について照会し、回答があったものの、申立人が申立期間①に

おいて在籍し、厚生年金保険に加入していたことを裏付ける証言や証拠は得

られない上、Ａ社は昭和 20年８月 11日に厚生年金保険の適用事業所ではな

くなっており、当該事業所に係る被保険者名簿から確認できた当時の事業主

の連絡先も不明であるため、申立人の当時の勤務実態や厚生年金保険料控除

について確認することができない。 

さらに、申立人の厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）において、申立

期間①についての記録は確認できない上、Ａ社に係る被保険者名簿によると、

整理番号に欠番は無いことから、申立人の記録が欠落したとは考え難い。 

２ 申立期間②について、申立人は、Ａ社が疎開したために、元同僚４人と一

緒にＢ社へ転職したと供述しているものの、当該事業所に係る被保険者名簿



 

において、申立人及び上記４人の元同僚のうち申立人が氏名を記憶している

３人の氏名を確認することができない。 

また、上記被保険者名簿により、申立期間前後に被保険者記録が確認で

きる 73 人のうち、唯一所在が確認できた一人に、申立人の在籍及び厚生年

金保険の加入状況について照会し、回答があったものの、申立人が申立期間

②において在籍し、厚生年金保険に加入していたことを裏付ける証言や証拠

は得られない上、当該事業所は昭和 51年２月 29日に厚生年金保険の適用事

業所ではなくなっており、閉鎖登記簿謄本から確認できた当時の取締役等の

連絡先も不明であるため、申立人の当時の勤務実態や厚生年金保険料控除に

ついて確認することができない。 

さらに、申立人の厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）において、申立

期間②についての記録は確認できない上、Ｂ社に係る被保険者名簿によると、

整理番号に欠番は無いことから、申立人の記録が欠落したとは考え難い。 

３ このほか、申立人が申立期間①及び②に係る事業所に申立人と一緒に転職

したとする元同僚の所在は不明であり、申立てに係る事情について確認する

ことができない上、申立人が当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことを示す関連資料は無く、ほかに申立人の給与か

ら厚生年金保険料が控除されていたことをうかがわせる周辺事情も見当た

らない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはでき

ない。 



 

兵庫厚生年金 事案 4124 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年春頃から 44年秋頃まで 

私は、昭和 43年春頃から 44年秋頃まで、Ａ施設内の売店や食堂でフルタ

イムで働いていた。 

一緒に入社した同僚には、厚生年金保険の加入記録があるのに、私だけ加

入記録が無く、納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社の元事業主は、「申立期間当時、Ａ施設内には、Ｃ社、Ｂ社、Ｄ社の３

事業所が存在していた。時期ははっきりしないが、申立人はＡ施設内のレスト

ランや売店で勤務していた。」と証言していることから、申立人が上記の３事

業所のいずれかで勤務していたことは推認できる。 

しかし、オンライン記録によると、Ｃ社は、昭和 43年５月 16日に厚生年金

保険の適用事業所ではなくなっており、申立期間のうち、同日以降の期間は、

適用事業所ではない期間である。 

また、Ｂ社から提出された昭和 43年 10月及び 44年 10月の定時決定に伴う

健康保険厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書には、申立人の氏名が無い

ことが確認できる。 

さらに、Ｃ社及びＤ社は、既に廃業しており、元事業主も死亡し、Ｂ社には

関係資料が保存されていない上、オンライン記録によると、申立期間にこれら

３事業所のいずれかで厚生年金保険被保険者資格を有する元従業員に照会し

ても申立人を記憶している者はいないことから、申立人の申立期間における厚

生年金保険の加入状況及び保険料控除について確認することができない。 

加えて、Ｄ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票において、申立人の

氏名は見当たらない上、健康保険整理番号に欠番は無く、申立人に係る記録の



 

欠落をうかがわせる不自然な点は見当たらない。 

このほか、申立期間に申立人が厚生年金保険料を事業主により給与から控除    

されていたことを示す関連資料は無く、ほかに申立人の給与から厚生年金保険

料が控除されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する  

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を  

事業主により給与から控除されていたものと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 4125 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 52年７月 21日から 53年３月 10日まで 

 私は、昭和 52年３月から 53年３月までの期間、Ａ社（昭和 52年４月に、

Ｂ社と名称変更）に勤務したが、厚生年金保険の被保険者記録が 52 年７月

21日までしか無いことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「昭和 52年７月 21日から 53年３月 10日の期間についてもＢ社

に勤務していた。」と主張している。 

しかしながら、Ｂ社は、既に解散しており、申立期間当時の事業主の所在も

不明であることから、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除等を確認

することができない。 

また、Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、同社が厚生年

金保険の適用事業所であった期間に被保険者記録が確認できる 20 人のうち、

連絡先の判明した 11 人に照会をしたところ、７人から回答があり、そのうち

一人は、｢申立人は、私が退職（昭和 52年７月１日）する１ないし２か月前か

ら事務所にはあまり出勤していなかったため、退職時期については分からな

い。｣、他の４人は、「申立人を記憶しているが、退職時期については分から

ない。」、残りの二人は、「申立人を記憶していない。」とそれぞれ回答して

いることから、申立人の退職時期等については、供述を得ることができない。 

さらに、Ｂ社は、昭和 52年８月 31日に厚生年金保険の適用事業所ではなく

なっているため、申立期間のうち、同年同月同日から 53年３月 10日までの期

間については、厚生年金保険に加入できない期間である。 

加えて、Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿を見ると、申立人は、

昭和 52年３月１日に被保険者資格を取得し、同年７月 21日に被保険者資格を

喪失していることが確認でき、オンライン記録と一致している。 

 



 

このほか、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを示す関連資料は無く、ほかに申立人の給与から厚生年金

保険料が控除されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 4126 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住 所 ：  

   

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 37年６月１日から 38年２月１日まで 

             ② 昭和 39年６月８日から 42年２月 16日まで 

私は、国（厚生労働省）の年金記録において、脱退手当金を受給したこと

になっているが、受給した記憶は無い。調査の上、年金記録を訂正してほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人のＡ社に係る厚生年金保険被保険者原票には、脱退手当金が支給され

たことを意味する｢脱｣の押印が確認できる上、申立期間①及び②の脱退手当金

は、支給額に計算上の誤りは無く、申立期間②に係る厚生年金保険被保険者資

格喪失日から約６か月後の昭和 42 年８月４日に支給決定されているなど、一

連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

 また、申立期間の前の昭和 33年 11月１日から 34年２月 26日までの期間に

係る厚生年金保険被保険者期間については、脱退手当金の計算の基礎とされて

おらず、未請求期間となっているが、当該被保険者期間に係る厚生年金保険被

保険者記号番号と申立期間に係る同被保険者記号番号は異なっていることか

ら、未請求期間があることについて不自然さは無い。 

 さらに、申立人から聴取しても、受給した記憶が無いというほかに脱退手当

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。  

 これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間①及び②に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 



 

兵庫厚生年金 事案 4127 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 29年４月１日から 38年９月 10日まで 

    Ａ社に勤務した期間に係る脱退手当金を受給したことになっているが、受

給した記憶が無いので調査願いたい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間の脱退手当金は、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日

から約２か月後の昭和 38年 11 月 27日に支給決定されており、申立人に係る

厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）によると、申立事業所に係る同被保険者

記録について、「38.10 回答済」の押印が確認でき、申立人に係る脱退手当金

の請求に併せて当該記録の確認が行われたことがうかがえるなど、一連の事務

処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、申立人

が記載されたページの前後 83 人の女性のうち、脱退手当金の受給要件を有す

る申立人を含む 49 人を調査したところ、当該事業所を最終事業所として同手

当金の支給記録がある者が 33人確認でき、そのうち 31人について厚生年金保

険被保険者資格喪失日から６か月以内に同手当金の支給決定がなされている

ことが確認できる上、当該支給決定記録を有する 33 人のうち所在が確認でき

た 17人に照会したところ、５人が、「会社から代理請求をしてもらった。また

は、会社が手続をした。」と証言していることから、事業主による代理請求が

なされていた可能性が考えられる。   

さらに、受給した記憶が無いという申立人の主張以外に、申立人が脱退手当

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 4128 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 30年３月１日から 32年３月１日まで 

    昭和 30 年３月に親が経営するＡ社に入社したが、国の年金記録では、申

立期間の厚生年金保険の加入記録が無いので、調査の上、記録を訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「昭和 30 年３月に親が経営するＡ社に入社した。」と主張してい

るところ、同社における元同僚の証言からは、申立人の勤務期間を特定するこ

とはできない。 

また、Ａ社の申立期間当時の事業主は、｢当時の社会保険事務担当者が死亡

しているため、申立人の申立期間における厚生年金保険の加入状況及び保険料

控除は不明である。｣と回答している。 

さらに、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、申立期間に

厚生年金保険の加入記録を有する元従業員 12人に照会し、10人から回答を得

たが、申立人の厚生年金保険の加入について確認することはできなかった。 

加えて、オンライン記録によると、Ａ社の事業主である申立人の父親は、同

社での厚生年金保険の加入記録が確認できない。 

このほか、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを示す関連資料は無く、ほかに申立人の給与から厚生年金

保険料が控除されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 4129 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女  

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 59年６月１日から 63年 12月 31日まで 

    Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務した期間のうち、昭和 59年６月１日から 63

年 12月 31日までの標準報酬月額が実際の給与額と比べて低すぎるので、記

録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「Ａ社における標準報酬月額が実際の給与額と比べて低すぎる。」

と主張している。 

しかし、Ｂ社は、「当時、当社の業務として教室の開催と商品の訪問販売が

あり、前者に係る業務は雇用契約を締結して給与を支払い、後者に係る業務は

委託販売契約を締結し、実績に応じて報酬を支払っていた。厚生年金保険につ

いては、教室勤務による給与額を基に、標準報酬月額や同保険料の算出を行っ

ていた。｣と回答している。 

また、Ａ社の元従業員から提出された昭和 59年６月から 63年 12 月までの

給与明細書によると、給与額と報酬額が別々に記載され、厚生年金保険料の控

除額は、給与額のみに基づいて算出されていることが確認できる上、同控除額

は、オンライン記録の標準報酬月額に見合ったものとなっていることが確認で

きる。 

さらに、Ｂ社は、「当時の関係資料が残っていないため、申立人の申立期間

における標準報酬月額、厚生年金保険料の控除額は不明である。」と回答して

いる。 

このほか、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控除に

ついて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申



 

立人は申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたものと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 4130 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 46年４月から同年６月まで 

             ② 昭和 46年７月から 47年８月まで 

             ③ 昭和 50年４月から同年８月まで 

    私は、Ａ社のあっせんを受け、昭和 46年４月から同年６月まではＢ社に、

同年７月から 47年８月まではＣ社で勤務したが、厚生年金保険の加入記録

が無い（申立期間①及び②）。 

    また、昭和 50年４月から同年８月までは、Ｄ社で正社員として勤務した

が、厚生年金保険の加入記録が無い（申立期間③）。 

    調査の上、上記の期間の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①及び②について、申立人は、「昭和 46 年４月から同年６月ま

ではＢ社に、同年７月から 47 年８月まではＣ社に勤務していた。」と主張

している。 

しかし、所在地を管轄する法務局において、Ｂ社及びＣ社の商業登記は確

認できない上、オンライン記録によると、これらの事業所名の厚生年金保険

の適用事業所は確認できない。 

また、申立人は、上記販売所の申立期間当時の事業主や同僚の氏名を記憶

していないことから、申立人の申立期間における厚生年金保険の加入状況及

び保険料控除について確認することができない。 

さらに、Ａ社は、「当社では、傘下の販売所における厚生年金保険の適用

状況等については把握していない。」と回答している。 

２ 申立期間③について、申立人は、Ｄ社の所在地及び当時の事業主の氏名を

記憶していることから、期間の特定はできないものの、申立人が同社で勤務



 

していたことは推認できる。 

しかし、オンライン記録によると、Ｄ社が厚生年金保険の適用事業所とな

った日（新規適用日）は、昭和 56年 10月１日であることが確認でき、申立

期間③は同社が厚生年金保険の適用事業所となる前の期間である。 

また、Ｄ社の担当者は、「新規適用日よりも前の期間において、従業員の

給与から厚生年金保険料を控除することはない。」と回答している上、新規

適用日に同社で同保険被保険者資格を取得している複数の元従業員は、「新

規適用日以前の勤務期間においては、給与から厚生年金保険料を控除されて

いなかった。」と証言している。 

３ このほか、申立人が申立期間①、②及び③に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを示す関連資料は無く、ほかに申立人の

給与から厚生年金保険料が控除されていたことをうかがわせる周辺事情も

見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①、②及び③に係る

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはで

きない。 



 

兵庫厚生年金 事案 4131 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 37年 10月４日から同年 11月１日まで 

             ② 昭和 38年９月 29日から同年 10月１日まで 

申立期間①については、前職のＡ社を昭和 37年９月 30日に退職し、同年

10月１日からＢ社で勤務したが、同年 10月の記録が抜けている。 

申立期間②については、昭和 38年９月 30日に退職し、同年 10月１日か

らＣ社Ｄ工場に入社したが、同年９月の記録が抜けている。 

申立期間①及び②を厚生年金保険被保険者期間と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人は、昭和 37年 11月１日にＢ社に係る厚生

年金保険被保険者資格を取得し、38年９月 29日に同資格を喪失しているとこ

ろ、申立人は「同社において 37年 10月１日から勤務し、38年９月 30日に退

職しており、申立期間①及び②の年金記録が無いのは納得できない。」と主張

している。 

しかしながら、Ｂ社では、「当時の資料が無いため、申立人の申立期間①及

び②における勤務実態、社会保険の事務手続及び保険料控除については、不明

である。」と回答しており、申立期間①及び②における申立人の勤務実態及び

厚生年金保険の加入状況等について確認することができない。 

また、申立人は元同僚一人の氏名を記憶しているものの、当該元同僚に照会

しても、申立人の勤務期間について具体的な証言が得られない上、申立期間①

及び②にＢ社において厚生年金保険被保険者記録を有する元従業員 14 人に照

会したところ、回答のあった 13人のうち、唯一、申立人を記憶する一人も「申

立人の勤務期間については分からない。」と供述している。 

   さらに、申立人が申立期間後に勤務した事業所が保管する申立人の「入社申 



 

告書」によると、申立人のＢ社における就職年月日は、昭和 37年 10月 22日、

退職日は 38年９月 29日と記載されていることが確認できる。 

このほか、申立人が、申立期間①及び②について、厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを示す関連資料及び周辺事情は見当たら

ない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する

と、申立人が申立期間①及び②について、厚生年金保険被保険者として、厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



 

兵庫厚生年金 事案 4132 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

     

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 29年７月６日から 31年７月６日まで 

             ② 昭和 31年 11月 28日から 33年 11月 28日まで 

    私は、Ａ社に昭和 29年７月６日から 33年 11月 28日まで継続して勤務し

たが、そのうちの 29年７月６日から 31年７月６日までの期間及び同年 11

月 28日から 33年 11月 28日までの期間が厚生年金保険被保険者期間となっ

ていないので、調査の上、記録を訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由  

申立人は、申立期間①及び②について、Ａ社においてＢ職として勤務してい

たと主張しているものの、複数の元同僚からは、申立人の勤務期間について具

体的な証言を得ることはできない。 

また、申立人がＡ社において同職種の元同僚として氏名を記憶する者の同社

における厚生年金保険被保険者記録を確認することができない上、当該元同僚

は、「Ａ社には、Ｂ職として約１年勤務したが、厚生年金保険に加入しておら

ず、事業主により保険料が控除されていた記憶も無い。」と証言している。 

さらに、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、申立期間に

同社において被保険者記録を有し、所在が確認できた元同僚９人に厚生年金保

険の加入状況について照会し、６人から回答を得たところ、そのうち申立人と

同職種の二人は、「私は、昭和 27年 12月又は 28年１月頃にＡ社に入社したが、

厚生年金保険被保険者期間は 32 年４月１日からとなっている。」、「私は、31

年５月から 33年６月まで勤務したが、被保険者期間が 31年５月から同年７月

までの期間しかない。」とそれぞれ証言していることから、同社では従業員の

全ての勤務期間について厚生年金保険に加入させていたわけではなかったこ

とがうかがえる。 



 

加えて、Ａ社は、昭和 40年７月 11日に厚生年金保険の適用事業所ではなく

なっている上、複数の元従業員が同社において厚生年金保険事務を担当してい

たと証言している元事業主は既に死亡しているため、申立人の勤務実態及び保

険料控除について確認できない。 

このほか、申立人が申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことを示す関連資料は無く、ほかに申立人の給与から

申立期間①及び②に係る保険料が控除されていたことをうかがわせる周辺事

情も見当たらない。 

これらを総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立

期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認める

ことはできない。 

 



 

兵庫厚生年金 事案 4133 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間のうち、平成５年６月１日から同年 10 月１日までの期間

に係る厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録訂正を認めることはできない。 

 申立人は、申立期間のうち、平成５年 10 月１日から 14年 12月３日までの

期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成５年６月１日から 14年 12月３日まで 

    私のねんきん特別便の記録を見ると、Ａ社で代表取締役として勤務した期

間のうち、申立期間の標準報酬月額が実際の報酬月額よりも低額で記録さ

れている。賃金台帳等の資料は無いが、賃金が低くなる理由は無いので、

調査の上、適正な標準報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人の当該事業所における申立期間の標準報酬

月額は、平成５年９月 10 日付けで同年６月１日に遡って 30 万円から９万

8,000円に引き下げられていることが確認できる。 

また、オンライン記録によると、申立人と同じ日付（平成５年９月 10 日）

で、Ａ社の取締役の厚生年金保険被保険者記録についても遡及して標準報酬月

額が引き下げられていることが確認できる上、同社に係る厚生年金保険特別会

計債権消滅不納欠損決議書及び滞納処分票の記録から、同社は、申立期間にお

いて厚生年金保険料を含む社会保険料を滞納していたことが確認できる。 

しかしながら、Ａ社の商業登記簿謄本によると、申立人は、申立期間当時、

同社の代表取締役を務めていたことが確認でき、上記滞納処分票の記録を見る

と、申立人は、何回も社会保険事務所（当時）と滞納保険料の納付について交

渉していることが確認できることから、申立人は自らの標準報酬月額の引下げ

の事実を知らずに滞納金の処理について、交渉を進めていたとは考え難い。 

これらを総合的に判断すると、会社の業務を執行する責任を負っている代表



 

取締役である申立人が、記録訂正処理に関与しながら自らの標準報酬月額に係

る記録訂正処理が有効なものでないと主張することは信義則上許されず、申立

期間について、厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることは

できない。 

また、オンライン記録によると、申立人のＡ社に係る厚生年金保険被保険者

記録のうち、平成５年 10月１日から 14 年 12月３日（申立人の厚生年金保険

被保険者資格喪失日）までの期間に係る標準報酬月額の記録については、10

回の算定基礎届に基づき、申立人の標準報酬月額は９万 8,000円と記録されて

おり、遡及訂正された形跡は無い上、当該処理については遡及訂正処理との直

接的な関係をうかがわせる事情が見当たらず、社会保険事務所の処理が不合理

であったとは言えない。 

さらに、Ａ社代表取締役であった申立人は、当時の賃金台帳、厚生年金保険

に関する資料は全て処分したとしており、申立人の厚生年金保険料控除の状況

等について、確認することができない。 

このほか、当該期間に係る厚生年金保険料が控除されていたことを確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実これまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、当該期

間について申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主

により控除されていたと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 4134 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成６年７月１日から 15年５月 26日まで 

Ａ社の入社前に、社長から給与を 62 万円前後にすると言われて、平成６

年７月１日に入社した。定年退職する 15年５月までの 106か月間、給与は

全く変わることなく受け取っていた。標準報酬月額が低く記録されている

ので、調査の上、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間に係る標準報酬月額の相違について申し立てているとこ

ろ、申立人の銀行口座に係る取引履歴によると、オンライン記録の標準報酬月

額を上回るＡ社からの入金が確認できる上、同社から提出された平成 13 年度

確定保険料算定基礎賃金集計表（雇用保険）によると、申立人が主張する標準

報酬月額（62万円）に相当する賃金月額は確認できないものの、平成 13年４

月から 14年３月までの申立人の各月の賃金月額（最低額は約 30万円、最高額

は約 42万円）は、オンライン記録の当該期間の標準報酬月額（28万円）を上

回っていることが確認できる。 

しかしながら、Ａ社では「賃金台帳は既に処分しており、厚生年金保険に係

る届出や保険料の納付状況についても、確認できる資料が無いので不明であ

る。」と回答しており、申立人の申立期間における保険料控除額や報酬月額の

届出状況等について確認することができない上、同社では、「国の標準報酬月

額に基づく保険料を控除していた。社員の給与は、基本給が 20 万円、職務手

当と現場手当を合わせても 30万円ぐらいであり、これに残業がつくが、60万

円以上の給料を払うことは無い。」と回答している。 

また、申立期間において、Ａ社に係る厚生年金保険被保険者記録を有する従

業員のうち、23 人に照会をしたところ、回答のあった３人は、いずれも同社



 

における給与明細書を保管しておらず、給与支給額及び保険料控除額について

確認できない。 

このほか、申立人が、申立期間において、その主張する標準報酬月額に基づ

く厚生年金保険料を、事業主により給与から控除されていたことを確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する

と、申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 4135  

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、船員保険被保険者として船員保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 15年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 19年６月 11日から 20年４月１日まで 

申立期間についてはＡ社（現在は、Ｂ社が継承）に継続して勤務し、Ｃ丸

に乗船していた。年金記録の空白に疑義がある。調査の上、記録の訂正を願

う。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社が保管する申立人に係る人事記録によると、申立人は、昭和 18 年８月

31日に入社し、24年２月１日に退職した旨の記録が確認できる。 

また、上記人事記録によると、申立人は、昭和 19年 12月６日に「Ｃ丸」に

「艤装員」として「派遣」、同年同月９日に「着任」、同年同月 15日に「Ｃ丸」

に「派遣」、20年８月６日に「Ｃ丸・機員」及び「下船」の記載が確認できる

上、同社が発行した「Ｄ戦時船史」によると、「Ｃ丸」における同年７月 28

日現在の乗組員名簿の中に、機関員として申立人の氏名が確認できる。 

しかしながら、上記「Ｄ戦時船史」により、「Ｃ丸」における昭和 20年７月

28 日現在の乗組員名簿の中に氏名が確認できる複数の元同僚を把握したもの

の、当該元同僚の現在の所在を確認することができないため、これらの者に申

立人の勤務実態及び船員保険の加入状況について照会することができない。 

また、上記複数の元同僚の船員保険被保険者記録を確認したところ、申立人

と同様に昭和 20年４月１日又は同日以降に同被保険者資格を取得しているこ

とが確認できる。 

さらに、昭和 20年４月１日前には、「適用船舶に乗り組むため雇用されてい

る者で、船内で使用されていない者（予備船員）」については、船員保険の適

用が無かったところ、上記申立人に係る人事記録によると、申立人は、昭和

18年 10月 25日に「Ｅ丸」に乗船し、19年６月 10日に下船、同年８月５日に



 

「Ｆ校」に入学、同年 11月 20日に修了の記載が確認できる。 

加えて、Ｂ社は、「申立人は、昭和 19年 11月までは予備船員であり船員保

険対象外である。Ｃ丸については、同年 12月からＧ団体使用船となっており、

申立人もＧ団体へ派遣されたものと考えられる。当該期間の船員保険加入につ

いては資料が無く不明である。」と回答している。 

このほか、申立人が申立期間に係る船員保険料を事業主により給与から控除

されていたことを示す関連資料は無く、ほかに申立人の給与から船員保険料が

控除されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する

と、申立人が船員保険被保険者として、申立期間に係る船員保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 4136  

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 44年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成２年１月 22日から同年３月１日まで 

私は、Ａ社（現在は、Ｂ社が継承。）に平成２年１月 22 日から勤務した

が年金記録が同年３月１日からとなっている。また、給料は同年３月及び同

年４月に同額の給料が支払われている。調査の上、記録の訂正を願いたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が保管する雇用保険受給資格者証の記録により、申立人が申立期間に

Ａ社に勤務していたことは確認できる。 

しかしながら、Ａ社に係るオンライン記録により、申立期間に厚生年金保険

被保険者の資格を有し、所在が確認できた元従業員８人に申立人の勤務状況及

び同保険の加入の状況について照会し、３人から回答を得たものの、そのうち

二人は、「申立人に記憶は無い。Ａ社には試用期間があり、私も最初の３か月、

厚生年金保険は未加入になっている。」、「会社には３か月の試用期間があっ

た。」とそれぞれ証言している上、同社において総務を担当していた元従業員

は、「私は平成８年に入社した。Ｃ業界は以前より人の出入りが激しく、Ａ社

にも試用期間があった。試用期間中は厚生年金保険料を控除していなかった。」

と証言していることから、当時、当該事業所では、必ずしも全ての従業員を入

社と同時に同保険に加入させる取扱いではなく、入社から相当期間経過後加入

させる取扱いであったことがうかがえる。 

また、Ｂ社は、「申立人に係る厚生年金保険被保険者資格の取得の届出及び

保険料の納付について資料の保管は無く、不明である。」と回答している。 

さらに、Ｄ健康保険組合が保管する申立人に係る健康保険台帳によると、申

立人は、平成２年３月１日に同保険被保険者資格を取得し、５年 12月 30日に

同資格を喪失していることが確認できる。 



 

加えて、申立人が保管する平成２年分給与所得の源泉徴収票により申立人の

社会保険料控除額（健康保険料額、厚生年金保険料額及び雇用保険料額）につ

いて検証を行ったところ、当該源泉徴収票の同控除額は、８か月分（同年５月

から同年 12月まで）に相当する金額であると認められる。 

このほか、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを示す関連資料は無く、ほかに申立人の給与から厚生年金

保険料が控除されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



 

兵庫厚生年金 事案 4137 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住 所 ：  

   

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年８月１日から 41年７月１日まで 

Ａ社で、昭和 32 年４月１日から 41 年７月１日までの期間、Ｂ職として

正社員で勤務したのに、36年８月１日から 41年７月１日までの年金記録が

無い。調査して記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由   

Ａ社の複数の元同僚の証言により、申立人は、申立期間において同社でＢ職

として勤務していたことが推認できる。 

しかしながら、上記複数の元同僚は、「申立人はＢ職であったと記憶してい

る。Ａ社は、Ｂ職は正社員とせず、請負で仕事をさせていた。」、「申立人は、

Ａ社に入社当時、私と同じ見習の仕事をしていたが、早い時期にＢ職を希望し

異動した。Ｂ職に異動するまではＡ社の正社員として働いていたと思う。」と

それぞれ証言している。 

また、申立人は、Ｂ職の仕事を教えてもらった二人の先輩の氏名を記憶して

いるところ、当該二人のＡ社における厚生年金保険被保険者資格の喪失日は、

申立人と一致している。 

これらのことから判断すると、Ａ社ではＢ職を厚生年金保険に加入させる取

扱いではなかったことがうかがえる。 

さらに、元事業主及び元同僚が記憶する当時の事務担当者並びに申立人が記

憶する元同僚はいずれも所在が確認できず、申立人の厚生年金保険の加入状況

について確認できない上、Ａ社は、「申立人に係る資料の保管は無く、不明で

ある。」と回答している。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 



 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 4138 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 35年４月 26日から 37年４月２日まで 

私は、Ａ社を昭和 37 年４月に退職したが、脱退手当金を受け取った記憶

が無いにもかかわらず、受給したことになっており、納得できないので調査

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る厚生年金保険脱退手当金支給報告書には、申立期間の事業所

に係る厚生年金保険被保険者資格取得日及び同資格喪失日、脱退手当金支給額、

裁定年月日、支給年月日などが明確に記載されている上、申立人の「旧姓」で

支給決定されていることが確認できる。 

また、申立期間に係る脱退手当金については、支給額に計算上の誤りは無く、

申立期間に係る厚生年金保険資格喪失日から約２か月後の昭和 37 年６月 13

日に支給されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、脱退手当金を受給した記憶が無いという申立人の主張のほかに、脱

退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 


